
令和元年９月定例教育委員会会議録 

鳴門市教育委員会９月定例教育委員会は、８月３０日招集告示。  

９月４日１８時３０分、市分庁舎教育委員会会議室で開会。 

同日２０時１０分閉会した。 

・出席者 

教育長 安田教育長 

委員 寺田委員 甲斐委員 加藤委員 

事務局職員 大林教育次長 笠原教育総務課長 中野教育総務課副課長 

その他職員 並木学校教育課長 西條鳴門市学校給食センター所長 

 吉田生涯学習人権課副課長 大家生涯学習人権課係長 

・傍聴者 

なし 

・会議は、教育長が議事を進行した。 

・議事の内容は次のとおりである。 

議案第３３号 鳴門市立小学校設置条例及び鳴門市立幼稚園条例の一部を改正する 

条例について 

議案第３４号 鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例の一部 

を改正する条例について 

議案第３５号 鳴門市立幼稚園、小学校及び中学校の通園及び通学区域に関する規則 

の一部を改正する規則について 

議案第３６号 鳴門市教育標準時間認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者 

負担額に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第３７号 鳴門市教育振興計画審議会委員の委嘱について 

議案第３８号 鳴門市教育振興計画審議会への諮問について 

議案第３９号 令和元年度全国学力・学習状況調査結果の公表について 

議案第４０号 鳴門市公民館条例の一部改正について 



議案第４１号 鳴門市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則の一部改正に 

ついて 

議案第４２号 鳴門市学校給食の運営のあり方について 

議案第４３号 令和元年度教育委員会所管に係る一般会計補正予算（第２号）（案） 

について 

・教育長は、１８時３０分、９月定例教育委員会の開会を宣した。 

・教育長は、会議録の朗読を事務局に求めた。 

中野教育総務課副課長は、８月定例教育委員会の会議録を朗読した。 

・教育長は、会議録の承認について諮り、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３３号 鳴門市立小学校設置条例及び鳴門市立幼稚園条例の一部を改

正する条例について、事務局に説明を求めた。 

並木学校教育課長は、地域との合意形成が図られたため、小学校及び幼稚園の設置条

例から、北灘西小学校及び幼稚園を削除し、学校・園としての用途を廃止したい旨、説

明した。また、廃止後は、北灘西地区の活性化をめざし、民間活力の導入による施設の

利活用を進めていく旨、説明した。 

・教育長は、議案第３３号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議事の進行の都合上、先に議案３５号から審議を行う旨、説明した。 

・教育長は、議案第３５号 鳴門市立幼稚園、小学校及び中学校の通園及び通学区域に関

する規則の一部を改正する規則について、事務局に説明を求めた。 

並木学校教育課長は、北灘西小学校及び幼稚園について、学校・園としての用途を廃

止することに伴い、通園及び通学区域に関する規則について所要の改正を行いたい旨、

説明した。 

・教育長は、議案第３５号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３４号 鳴門市立幼稚園における一時預かり事業の実施に関する条例

の一部を改正する条例について、事務局に説明を求めた。 

並木学校教育課長は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が公布されたこと



に伴い、令和元年１０月１日から幼児教育・保育の無償化が実施されることを受け、一

時預かり事業についても、保育の必要性の認定を受けた場合に、無償化の対象となるこ

とから、所要の条例改正を行う旨、説明した。 

・教育長は、議案第３４号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３６号 鳴門市教育標準時間認定子どもに係る特定教育・保育施設の

利用者負担額に関する規則の一部を改正する規則について、事務局に説明を求めた。 

並木学校教育課長は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴い、幼稚園の利用者負担額（保育料）の上限を零とすることとなったため、所要の

規則改正を行う旨、説明した。 

・教育長は、議案第３６号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３７号 鳴門市教育振興計画審議会委員の委嘱について、事務局に説

明を求めた。 

並木学校教育課長は、「第二期鳴門の学校づくり計画」に基づき、本市の将来を見据え

た公立幼稚園のあり方に関して調査審議するための審議会を設置するにあたり、審議会

を構成する委員として１４名に委嘱を行いたい旨、説明した。 

・教育長は、議案第３７号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３８号 鳴門市教育振興計画審議会への諮問について、事務局に説明

を求めた。 

並木学校教育課長は、鳴門市教育振興計画審議会に公立幼稚園のあり方についての意

見を求めるため、諮問を行いたい旨、説明した。 

・教育長は、議案第３８号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第３９号 令和元年度全国学力・学習状況調査結果の公表については、

文部科学省「令和元年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」により、教育委員

会の権限とされているが、平均正答率についての報告もあり、現時点で公表していない

事項であることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし

書きの規定により、会議を非公開としたい旨提案し、全委員異議なく承認した。 



・教育長は、議案第３９号 令和元年度全国学力・学習状況調査結果の公表について、事

務局に説明を求めた。 

並木学校教育課長は、令和元年度全国学力・学習状況調査の鳴門市の結果の概要と対

応策についての公表案を説明した。 

  （会議の内容については非公開） 

・教育長は、議案第３９号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第４０号 鳴門市公民館条例の一部改正について、事務局に説明を求め

た。 

大家生涯学習人権課係長は、地方自治法及び地方公務員法が改正され、新たな職とし

て会計年度任用職員が設けられたことにより、公民館長についても適用されることから、

所要の条例改正を行う旨、説明した。 

・教育長は、議案第４０号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第４１号 鳴門市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則の一部改

正について、事務局に説明を求めた。 

大家生涯学習人権課係長は、地方自治法及び地方公務員法が改正され、新たな職とし

て会計年度任用職員が設けられたことにより、社会教育指導員についても適用されるこ

とから、所要の規則改正を行う旨、説明した。 

・教育長は、議案第４１号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第４２号 鳴門市学校給食の運営のあり方について、事務局に説明を求

めた。 

笠原教育総務課長は、正規調理員の退職者不補充による職員の減員や、少子化等の影

響から学校給食提供食数の減少などを踏まえ、将来に渡って、安全で安心な学校給食を

安定的かつ継続的に提供していくために、今後の学校給食の運営のあり方について検討

した結果、令和２年度から、給食センターの統合及び調理・配送等業務の民間委託の実

施したい旨、説明した。 

   加藤委員は、保護者への説明方法について質問した。 



   教育次長は、説明会の開催と併せて、その後に、保護者への説明文書を送付するなど、

周知については工夫していく旨、説明した。 

・教育長は、議案第４２号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、議案第４３号 令和元年度教育委員会所管に係る一般会計補正予算（第２号）

（案）について、事務局に説明を求めた。 

笠原教育総務課長は、９月１１日開会予定の令和元年市議会第３回定例会に提出する

教育委員会の所管に係る補正予算（案）について、説明した。 

・教育長は、議案第４３号について諮り、協議の結果、全委員異議なく承認した。 

・教育長は、２０時１０分、閉会を宣した。 

その他の事項は次のとおりである。 

安田教育長は、１０月定例教育委員会を、１０月１０日１６時３０分から開催するこ

とを確認した。 

 


